
退職報償金の引上げ 
防災課 

退職報償金の引上げ 
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関

する法律施行令の一部を改正する政令（平成 26
年政令第 56 号）が、平成 26 年３月７日に公布

され、同年４月１日から施行されます。 
改正の趣旨及び内容については以下のとお

りです。なお詳細については、平成 26 年３月

７日付け消防災第 97 号通知を参照してくださ

い。 
 

（１）退職報償金引き上げの背景 
 「消防団を中核とした地域防災力の充実強化

に関する法律」において、団員の処遇の改善の

ため、活動の実態に応じた適切な報酬・手当の

支給について、国及び地方公共団体は必要な措

置を講ずることが義務づけられたところです

が、消防庁としては、この趣旨を踏まえて、退

職報償金の引き上げを行うこととしたところ

です。 

 
（２）政令改正内容 
 平成 26 年４月１日以降に非常勤消防団が退

職した場合に、消防団員等公務災害補償等共済

基金等が市町村に支払う消防団員退職報償金

支払額が一律５万円（最低支給額 20 万円）増

額されることとなります。 
 
（３）政令改正に伴う対応 
 市町村から団員への退職報償金支払額につ

いては、各市町村の条例にて定められていると

ころですが、退職報償金制度の趣旨を踏まえ、

政令において定められている支払額以上の額

とすることが適当ですので、市町村に条例改正

等の必要な対応を行っていただくとともに、平

成 26年３月 31日以前に退職予定の団員の退職

日を平成 26 年４月１日以降に変更することは

適当でないことを周知徹底しているところで

す。 
 

（参考）退職報償金支払額一覧表 
 

階 級 
 

                勤 務 年 数 
５年以上 
10 年未満 

10 年以上 
15 年未満 

15 年以上 
20 年未満 

20 年以上 
25 年未満 

25 年以上 
30 年未満 

30 年以上 

団 長 ２３９ 
(１８９) 

３４４ 
(２９４) 

４５９ 
(４０９) 

５９４ 
(５４４) 

７７９ 
(７２９) 

９７９ 
(９２９) 

副団長 ２２９ 
(１７９) 

３２９ 
(２７９) 

４２９ 
(３７９) 

５３４ 
(４８４) 

７０９ 
(６５９) 

９０９ 
(８５９) 

分団長 ２１９ 
(１６９) 

３１８ 
(２６８) 

４１３ 
(３６３) 

５１３ 
(４６３) 

６５９ 
(６０９) 

８４９ 
(７９９) 

副分団長 ２１４ 
(１６４) 

３０３ 
(２５３) 

３８８ 
(３３８) 

４７８ 
(４２８) 

６２４ 
(５７４) 

８０９ 
(７５９) 

部長及び班長 ２０４ 
(１５４) 

２８３ 
(２３３) 

３５８ 
(３０８) 

４３８ 
(３８８) 

５６４ 
(５１４) 

７３４ 
(６８４) 

団 員 
 

２００ 
(１４４) 

２６４ 
(２１４) 

３３４ 
(２８４) 

４０９ 
(３５９) 

５１９ 
(４６９) 

６８９ 
(６３９) 

  備考：( )内書きは現行の退職報償金支払額である。 
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